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(57)【要約】
【課題】　内視鏡の挿入部の先端部に装着した光学アダ
プタの種別の判別が容易にできると共に、上記光学アダ
プタ及び上記先端部を小型化して、上記挿入部を細径化
できる内視鏡用光学アダプタ着脱補助具及び内視鏡シス
テムを提供する。
【解決手段】　内視鏡用光学アダプタ着脱補助具７は、
内視鏡装置２の内視鏡４が有する挿入部１０の先端部１
１に着脱する光学アダプタ２０を保持し、前記内視鏡装
置２における前記挿入部１０以外の箇所に設けられた補
助具装着部４２に装着脱自在な補助具本体１５と、前記
補助具先端部１５ａに設けられ、前記補助具装着部４２
に設けられた読取部４１によって識別されて前記光学ア
ダプタ２０の種類の情報を有する識別部２１と、を備え
たものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡装置の内視鏡が有する挿入部の先端部に着脱する光学アダプタを保持し、前記内
視鏡装置における前記挿入部以外の箇所に設けられた補助具装着部に装着脱自在な補助具
本体と、
　前記補助具先端部に設けられ、前記補助具装着部に設けられた読取部によって識別され
て前記光学アダプタの種類の情報を有する識別部と、
　を具備することを特徴とする内視鏡用光学アダプタ着脱補助具。
【請求項２】
　前記補助具先端部は、外周部分の一部が切り欠かれた補助具側平面部を有し、
　前記補助具側平面部が前記補助具装着部に形成された装着部側平面部に面接触すること
で前記補助具装着部への長手方向回りの装着方向が位置決めされることを特徴とする請求
項１に記載の内視鏡用光学アダプタ着脱補助具。
【請求項３】
　前記補助具は、前記補助具装着部への装着時に前記読取部と電気的に接触する２つの補
助具側電気接点を有し、
　前記２つの補助具側電気接点は、前記識別部と電気的に接続されており、一方の前記補
助具側電気接点が、前記補助具先端部の先端面の中心に設けられ、他方の前記補助具側電
気接点が前記一方の補助具側電気接点に対して同心円状に設けられたことを特徴とする請
求項１に記載の内視鏡用光学アダプタ着脱補助具。
【請求項４】
　前記補助具先端部に内蔵され、受信部としての前記読取部に前記識別部の情報を無接点
で送信する送信部を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用光学アダプタ着脱
補助具。
【請求項５】
　前記補助具装着部に設けられた抜止部材が係合して、前記補助具装着部からの抜けが防
止される被抜止部を有していることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれかに１項
に記載の内視鏡用光学アダプタ着脱補助具。
【請求項６】
　前記被抜止部は、前記補助具先端部と前記補助具本体との間に設けられた周溝であるこ
とを特徴とする請求項５に記載の内視鏡用光学アダプタ着脱補助具。
【請求項７】
　前記周溝は、少なくとも先端側にテーパ面が形成されていることを特徴とする請求項６
に記載の内視鏡用光学アダプタ着脱補助具。
【請求項８】
　前記補助具本体には、前記補助具装着部の装着時に前記補助具装着部を防塵防水するた
めの防塵防水部材が設けられていることを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか１
項に記載の内視鏡用光学アダプタ着脱補助具。
【請求項９】
　前記防塵防水部材は、前記補助具本体の外周部に設けられ、前記補助具装着部の内壁に
密着するＯリングであることを特徴とする請求項８に記載の内視鏡用光学アダプタ着脱補
助具。
【請求項１０】
　先端部を有する挿入部を備えた内視鏡と、
　前記内視鏡と着脱自在な装置本体と、
　前記挿入部以外の箇所に設けられた補助具装着部と、
　前記補助具装着部に設けられた読取部と、
　を備えた内視鏡装置と、
　前記先端部に着脱自在な光学アダプタと、
　前記先端部への前記光学アダプタの着脱時に前記光学アダプタを保持し、前記補助具装
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着部に装着脱自在な補助具本体と、
　前記補助具本体に連接された補助具先端部と、
　前記補助具先端部に設けられ、前記読取部によって識別されて前記光学アダプタの種類
の情報を有する識別部と、
　を備えた内視鏡用光学アダプタ着脱補助具と、
　を具備することを特徴とする内視鏡システム。
【請求項１１】
　前記補助具装着部は、内壁に装着部側平面部を有し、
　前記補助具先端部は、外周部得分の一部が切り欠かれた補助具側平面部を有し、
　前記補助具側平面部が前記装着部側平面部に面接触することで前記内視鏡用光学アダプ
タ着脱補助具が前記補助具装着部への長手方向回りの装着方向が位置決めされることを特
徴とする請求項１０に記載の内視鏡システム。
【請求項１２】
　前記読取部は、２つの装着部側電気接点であって、
前記補助具装着部への装着時に前記２つの装着部側電気接点と電気的に接触する２つの補
助具側電気接点を有し、
　前記２つの補助具側電気接点は、前記識別部と電気的に接続されており、一方の前記補
助具側電気接点が前記補助具先端部の先端面の中心に設けられ、他方の前記補助具側電気
接点が前記一方の補助具側電気接点に対して同心円状に設けられたことを特徴とする請求
項１０に記載の内視鏡システム。
【請求項１３】
　前記読取部が無線通信用の受信部であって、
　前記補助具先端部に内蔵され、前記受信部に前記識別部の情報を無接点で送信する送信
部を有することを特徴とする請求項１０に記載の内視鏡システム。
【請求項１４】
　前記補助具装着部は抜止部材が設けられ、
　前記抜止部材が係合して、前記補助具装着部からの抜けが防止される被抜止部を有して
いることを特徴とする請求項１０から請求項１３のいずれか１項に記載の内視鏡システム
。
【請求項１５】
　前記抜止部は、ロック部材が突没するプランジャであって、
　前記被抜止部は、前記補助具縁端部と前記補助具本体との間に設けられ、前記ロック部
材が係合する周溝であることを特徴とする請求項１４に記載の内視鏡システム。
【請求項１６】
　前記周溝は、少なくとも先端側にテーパ面が形成されていることを特徴とする請求項１
５に記載の内視鏡システム。
【請求項１７】
　前記補助具本体または、前記補助具装着部には、前記補助具装着部の装着時に前記補助
具装着部を防塵防水するための防塵防水部材が設けられていることを特徴とする請求項１
０から請求項１６のいずれか１項に記載の内視鏡システム。
【請求項１８】
　前記防塵防水部材は、前記補助具本体の外周、または前記補助具装着部の内壁に設けら
れ、前記外周部または、前記内壁に密着するＯリングであることを特徴とする請求項１７
に記載の内視鏡用光学アダプタ着脱補助具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡の挿入部の先端部に対して着脱自在な光学アダプタを装着脱するため
の内視鏡用光学アダプタ着脱補助具及びこの内視鏡用光学アダプタ着脱補助具を備えた内
視鏡システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、被検体内に挿入される挿入機器、例えば内視鏡は、医療分野及び工業用分野にお
いて広く利用されている。
【０００３】
　医療分野において用いられる内視鏡は、細長い挿入部を被検体となる体腔内に挿入する
ことによって、体腔内の観察、必要に応じて内視鏡が具備する処置具の挿通チャンネル内
に挿入した処置具を用いて各種処置等をすることができる。
【０００４】
　また、工業用分野において用いられる内視鏡は、内視鏡の細長い挿入部をジェットエン
ジン内、工場の配管等の被検体内に挿入することによって、被検体内の被検部位の傷及び
腐蝕等の観察、各種処置、検査等を行うことができる。
【０００５】
　特に、工業分野の内視鏡では、挿入部の先端部に対して着脱自在な光学アダプタを備え
るアダプタ式内視鏡が知られている。アダプタ式内視鏡に用いられる光学アダプタは、複
数の種類が存在し、内視鏡の挿入部の先端部に取り付けられることで、視野角、観察方向
等の光学特性を変えることが可能である。
【０００６】
　例えば、特開２０１１－２４９５４号公報には、光学アダプタ内部に識別用の抵抗と基
板と接点が設けられており、内視鏡の挿入部の先端部に設けられた接点から光学アダプタ
に内蔵される抵抗値を読み取ることによって、光学アダプタの種別の判別を行うアダプタ
及び内視鏡の技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－２４９５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、内視鏡は、被検体への挿入性を向上させるために、挿入部の細径化が要求さ
れている。
【０００９】
　しかしながら、特開２０１１－２４９５４号公報に開示されている従来の光学アダプタ
及び内視鏡では、光学アダプタに識別抵抗等を設け、この識別抵抗を読み取って伝送する
ための各構成部材を内視鏡の挿入部の先端部に設けているため、上記光学アダプタ及び上
記先端部が大型化してしまうという問題があった。
【００１０】
　そのため、特開２０１１－２４９５４公報に開示されている従来の光学アダプタ及び内
視鏡では、挿入部の細径化を阻害するという課題があった。
【００１１】
　そこで、本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、内視鏡の挿入部の先端部に装着し
た光学アダプタの種別の判別が容易にできると共に、上記光学アダプタ及び上記先端部を
小型化して、上記挿入部を細径化できる内視鏡用光学アダプタ着脱補助具及び内視鏡シス
テムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一態様である内視鏡用光学アダプタ着脱補助具は、内視鏡装置の内視鏡が有す
る挿入部の先端部に着脱する光学アダプタを保持し、前記内視鏡装置における前記挿入部
以外の箇所に設けられた補助具装着部に装着脱自在な補助具本体と、前記補助具先端部に
設けられ、前記補助具装着部に設けられた読取部によって識別されて前記光学アダプタの
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種類の情報を有する識別部と、を備えたものである。
【００１３】
　本発明の一態様である内視鏡システムは、先端部を有する挿入部を備えた内視鏡と、前
記内視鏡と着脱自在な装置本体と、前記挿入部以外の箇所に設けられた補助具装着部と、
前記補助具装着部に設けられた読取部と、を備えた内視鏡装置と、前記先端部に着脱自在
な光学アダプタと、前記先端部への前記光学アダプタの着脱時に前記光学アダプタを保持
し、前記補助具装着部に装着脱自在な補助具本体と、前記補助具本体に連接された補助具
先端部と、前記補助具先端部に設けられ、前記読取部によって識別されて前記光学アダプ
タの種類の情報を有する識別部と、を備えた内視鏡用光学アダプタ着脱補助具と、を備え
たものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、内視鏡の挿入部の先端部に装着した光学アダプタの種別の判別が容易
にできると共に、上記アダプタ及び上記先端部を小型化して、上記挿入部を細径化できる
内視鏡用光学アダプタ着脱補助具及び内視鏡システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１の実施の形態の内視鏡用光学アダプタ着脱補助具及び内視鏡システムの構成
を示す全体図
【図２】内視鏡用光学アダプタ着脱補助具の構成を示す斜視図
【図３】内視鏡用光学アダプタ着脱補助具の構成を示す断面図である。
【図４】図４は、内視鏡用光学アダプタ着脱補助具が補助具装着部に取り付けられる前の
状態を示す部分断面図
【図５】補助具装着部の底面部分の形状を示す断面図である。
【図６】内視鏡用光学アダプタ着脱補助具が補助具装着部４２に装着された後の状態を示
した部分断面図
【図７】第２の実施の形態の内視鏡用光学アダプタ着脱補助具の構成を示す斜視図
【図８】第２の実施の形態の内視鏡用光学アダプタ着脱補助具の構成を示す断面図
【図９】第２の実施の形態の内視鏡用光学アダプタ着脱補助具を補助具装着部に取り付け
た状態を示す部分断面図
【図１０】第３の実施の形態の内視鏡用光学アダプタ着脱補助具を補助具装着部に取り付
けた状態を示す部分断面図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。　
　（第１の実施の形態）
　先ず、本発明の第１の実施の形態について説明する。　
　図１は、本実施の形態の内視鏡を具備する内視鏡システムの構成を示す斜視図である。
【００１７】
　図１に示すように、内視鏡システム１は、内視鏡装置２と、内視鏡用光学アダプタ着脱
補助具７（以下、単に補助具という）と、を具備して主要部が構成されている。
【００１８】
　内視鏡装置２は、内視鏡４と、モニタ６ａ及びビデオプロセッサ等の機能を備えた装置
本体６と、を有している。
【００１９】
　内視鏡４は、被検体内に挿入される挿入部１０と、この挿入部１０の挿入方向Ｓの基端
に連設された操作部８と、この操作部８から延出されたユニバーサルコード５と、を具備
して主要部が構成されている。
【００２０】
　挿入部１０は、先端側から順に、先端部１１と、この先端部１１の基端に連設された、
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例えば上下方向に湾曲自在に構成された湾曲部１２と、この湾曲部１２の基端に連設され
た、可撓性を有する長尺な軟性部である可撓部１３とを、有して主要部が構成されている
。
【００２１】
　操作部８は、湾曲部１２を湾曲操作する湾曲操作レバー８ａが設けられている。
【００２２】
　湾曲部１２は、湾曲操作レバー８ａの回動操作に応じて、操作部８から挿入部１０内に
配設された、図示しないワイヤを介して、例えば上方向または下方向に湾曲する構成とな
っている。尚、湾曲部１２の湾曲方向は、上下方向に限定されず左右方向であっても構わ
ない。
【００２３】
　また、操作部８には、湾曲操作レバー８ａの他、内視鏡機能を指示するスイッチ類８ｂ
等が設けられている。さらには、操作部８内には、挿入部１０内に配設された、図示しな
いライトガイドを介して、先端部１１の先端面から被検体内に照明光を供給する発光素子
としてのＬＥＤ等の光源が設けられている。
【００２４】
　ユニバーサルコード５は、その延出端にコネクタ５ａが設けられており、このコネクタ
５ａを介して装置本体６と着脱自在に接続される。ユニバーサルコード５内には、装置本
体６から延出され、その先端が先端部１１内に設けられた図示しない撮像ユニットに接続
される信号ケーブル、操作部８内に設けられた発光素子に電力を供給する装置本体６から
延出された電線等が挿通されている。
【００２５】
　装置本体６のモニタ６ａには、先端部１１内に設けられた撮像ユニットによって撮像さ
れた内視鏡画像が表示される。また、装置本体６は、ここでは上部に、補助具７を着脱自
在な穴形状の補助具装着部４２が設けられている。
【００２６】
　尚、補助具装着部４２は、装置本体６に限定されることなく、内視鏡装置２における内
視鏡４の挿入部１０以外の箇所、例えば、操作部８に設けてもよい。
【００２７】
　さらに、装置本体６の内部には、画像処理用のＣＰＵ、処理画像を記録する記録装置等
の電気部品が設けられている。
【００２８】
　次に、補助具７の構成について、図２を用いて説明する。　
　図２は、内視鏡用光学アダプタ着脱補助具の構成を示す斜視図である。　
　補助具７は、複数存在する後述の光学アダプタ２０の識別をするためのものであって、
さらに、光学アダプタ２０を内視鏡４の挿入部１０の先端部１１へ装着脱する際に光学ア
ダプタ２０を内部で保持するためのものである。
【００２９】
　補助具７は、図２に示すように、光学アダプタ２０を収容保持する補助具本体１５と、
この補助具本体１５の先端に設けられた補助具先端部１５ａと、を有し、ステンレス等の
金属、硬質樹脂等により成型された略筒状体である。
【００３０】
　この補助具７は、補助具先端部１５ａと補助具本体１５との間に被抜止部である周溝１
９が形成されている。また、補助具７は、周溝１９の基端側となる補助具本体１５の中途
部分に補助具装着部４２への装着時における防塵及び水密保持用の防塵防水部材であるＯ
リング２２が設けられている。
【００３１】
　補助具７の補助具本体１５は、基端から中途部にかけて、周回りに略等間隔に中心軸（
長手軸）Ｘと平行な複数、ここでは４つのスリット２３が形成されている。
【００３２】
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　補助具７の補助具先端部１５ａは、外周部分の一部が切り欠かれた回転方向位置決め部
としての補助具側平面部である平面部１６が形成されている。
【００３３】
　すなわち、補助具先端部１５ａは、平面部１６によって断面Ｄ型形状（所謂、Ｄカット
形状）をしている。尚、補助具先端部１５ａの補助具先端面１７には、２つの補助具側電
気接点１８が設けられている。
【００３４】
　これら２つの補助具側電気接点１８は、互いが絶縁されるように、それらの周囲が樹脂
等から形成された絶縁部材２６によって覆われている。
【００３５】
　次に、補助具７の構成について、図３を用いて、さらに詳しく説明する。
【００３６】
　図３は、内視鏡用光学アダプタ着脱補助具の構成を示す断面図である。
【００３７】
　補助具７の補助具先端部１５ａには、図３に示すように、識別部２１が実装された識別
基板２４が配設されている。
【００３８】
　この識別基板２４には、上述の２つの補助具側電気接点１８が電気的に接続されている
。そして、識別部２１及び識別基板２４も、２つの補助具側電気接点１８の周囲を覆う絶
縁部材２６によって覆われている。
【００３９】
　尚、ここでの識別部２１は、補助具本体１５内で収容保持する光学アダプタ２０の種類
を識別するための識別抵抗となっている。
【００４０】
　補助具先端部１５ａと補助具本体１５との間に形成された上述の周溝１９は、補助具７
の長手方向（中心軸Ｘに沿った方向）における前後にテーパ面１９ａが形成されている。
【００４１】
　また、補助具本体１５には、上述の水密保持用のＯリング２２が嵌まり込む凹部２２ａ
が周回りに形成されている。
【００４２】
　補助具本体１５の内部には、光学アダプタ２０の軸方向の位置を位置決めするための軸
方向位置規制部材２７が配設されている。
【００４３】
　この軸方向位置規制部材２７は、補助具本体１５内に螺着され、基端面に光学アダプタ
２０の先端面が当接することで、光学アダプタ２０を補助具本体１５内における中心軸Ｘ
に沿った方向の所定の位置で位置決めするためのものである。
【００４４】
　補助具本体１５は、光学アダプタ２０を内部に収容したときに、光学アダプタ２０を当
接保持する内向フランジ形状の凸部３１が中途内周部分に内径方向に突起形成されている
。また、補助具本体１５の基端内周部には、内部に収容した光学アダプタ２０が抜け落ち
ないようにするための内向フランジ状の突出部３２が内径方向に突起形成されている。
【００４５】
　尚、補助具７は、補助具本体１５の４つのスリット２３によって補助具本体１５が拡径
することで、光学アダプタ２０を内部に収容または内部から離脱させることができる。
【００４６】
　ここで、光学アダプタ２０について、簡単に説明する。　
　光学アダプタ２０は、例えば、複数の対物光学系、ここでは３つの対物レンズ２８を保
持するレンズ保持枠２９と、このレンズ保持枠２９の基端部分に回動自在に外嵌された留
輪３０と、を有して構成されている。
【００４７】
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　この光学アダプタ２０は、留輪３０が螺着することで内視鏡４の挿入部１０の先端部１
１に装着され、内視鏡４の光学特性を変更することができる。尚、光学アダプタ２０は、
複数種類存在し、その種類に応じて、装着する内視鏡４の接写、広角、拡大（望遠）等の
視野角の変更、直視、側視、斜視等の観察方向の変更等種々の光学特性を変えることが可
能である。
【００４８】
　この光学アダプタ２０は、補助具本体１５に形成された凸部３１が留輪３０の外周部分
に当接して押圧することで、補助具本体１５内に収容保持される。
【００４９】
　また、補助具７は、補助具本体１５内で収容保持する光学アダプタ２０を内視鏡４の挿
入部１０の先端部１１へ装着脱するときに、光学アダプタ２０の留輪３０を先端部１１に
螺着脱する際に必要な回転トルクに対して、補助具本体１５の凸部３１が留輪３０を当接
保持する十分な保持力が設定されている。
【００５０】
　次に補助具装着部４２の構成について、図４を用いて説明する。　
　図４は、内視鏡用光学アダプタ着脱補助具が補助具装着部に取り付けられる前の状態を
示す部分断面図である。
【００５１】
　補助具装着部４２は、上述したように、ここでは装置本体６に設けられた凹部形状の穴
部となっている。
【００５２】
　補助具装着部４２の側壁の中途部分には、補助具装着部４２に差し込まれた補助具７の
脱落を防止する抜止部としてのプランジャ４３が設けられている。このプランジャ４３に
は、コイルバネ等の弾性部材４３ｂが内蔵されており、この弾性部材４３ｂの付勢力が与
えられており、先端で突没するロックピン４３ａが設けられている。
【００５３】
　補助具装着部４２の底面部分には、補助具７に設置された２つの補助具側電気接点１８
と接触し、光学アダプタ２０の識別情報を装置本体６に伝えるための読取部としての２つ
の本体側電気接点４１が設けられている。尚、これら本体側電気接点４１は、電気配線４
５ａ、４５ｂに接続されている。
【００５４】
　また、補助具装着部４２の底面側の側面部には、補助具７が差し込まれたときに、補助
具先端部１５ａの平面部１６と面接触して、補助具７の中心軸Ｘ回りの方向を位置決めす
るための装着部側平面部である突出面部４２ａが内径方向に突出するように形成されてい
る。即ち、補助具装着部４２は、図５に示すように、底面部分の穴断面形状が補助具先端
部１５ａの断面形状と相似の断面Ｄ型形状をしている。尚、図５は、補助具装着部の底面
部分の形状を示す断面図である。
【００５５】
　そして、補助具７が補助具装着部４２に差し込まれて、突出面部４２ａに補助具先端部
１５ａの平面部１６が面接触して、補助具７の中心軸Ｘ回りの方向が位置決めされた状態
において、２つの補助具側電気接点１８と２つの本体側電気接点４１は、互いに接触して
電気的に接続されるように、それぞれの位置が設定されている。
【００５６】
　次に、以上のように構成された本実施形態の補助具７及び補助具装着部４２の作用につ
いて説明する。
【００５７】
　先ず、本実施形態の補助具７によって、内視鏡４を使用する際に、内視鏡４の接写、広
角、拡大（望遠）等の視野角、観察方向等の光学特性を変更するために、補助具７内に収
容保持した光学アダプタ２０を挿入部１０の先端部１１に装着する方法について、以下に
説明する。
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【００５８】
　光学アダプタ２０を先端部１１に装着する際は、本実施形態の補助具７が用いられる。
　
　先ず、補助具７は、補助具本体１５側の基端開口部から内視鏡４の挿入部１０の先端部
１１が挿入される。
【００５９】
　そして、補助具７内の光学アダプタ２０は、留輪３０の内周面に設けられたネジ溝と先
端部１１の外周面に設けられたネジ溝が互いに螺着することで、先端部１１に装着される
。
【００６０】
　このとき、上述したように、光学アダプタ２０は、補助具本体１５に形成された凸部３
１によって留輪３０の外周部分が当接されて押圧された状態で保持されている。
【００６１】
　そして、補助具７は、補助具本体１５内で収容保持する光学アダプタ２０を先端部１１
へ装着するときに、光学アダプタ２０の留輪３０と先端部１１とを螺着する際に必要な回
転トルクに対して、空転しないように、補助具本体１５の凸部３１が留輪３０を当接保持
する十分な保持力が設定されている。
【００６２】
　そのため、補助具７は、光学アダプタ２０を先端部１１に装着するとき、ユーザによっ
て所定の方向に回転されることで、光学アダプタ２０の留輪３０を先端部１１に螺着させ
ることで容易に装着することができる。
【００６３】
　そして、補助具７は、内部で収容保持する光学アダプタ２０が先端部１１に螺着固定さ
れた状態から、補助具本体１５の凸部３１により抑えられていた留輪３０への保持力以上
の力で先端部１１から離れる方向に引っ張られることで、先端部１１に装着された光学ア
ダプタ２０が離脱される。
【００６４】
　尚、光学アダプタ２０が補助具本体１５の突出部３２を通過する際、補助具７の補助具
本体１５の基端側に設けられた複数のスリット２３により、補助具本体１５が拡径される
。こうして、内視鏡４の先端部１１に装着された光学アダプタ２０は、補助具７から離脱
される。
【００６５】
　このように、内視鏡４の挿入部１０の先端部１１に光学アダプタ２０が装着されること
で、内視鏡４の光学特性を変更することができる。尚、光学アダプタ２０は、複数種類存
在し、内視鏡４に装着する種類に応じて、上述した種々の光学特性を変更することが可能
である。
【００６６】
　また、光学アダプタ２０を内視鏡４の挿入部１０の先端部１１から取り外す際は、補助
具７を用いて、光学アダプタ２０の取り付け時と反対の手順で、先端部１１に装着してい
る光学アダプタ２０を取り外し、補助具７の補助具本体１５内に光学アダプタ２０が収納
保持される。このように、補助具７は、内視鏡先端部に装着されていない未使用時の光学
アダプタ２０を収容保持するため、光学アダプタ２０の紛失を防ぐことができるという利
点がある。
【００６７】
　次に、補助具７が補助具装着部４２に装着脱される状態について図４及び図６を主に使
用して説明する。　
　図６は、補助具７が補助具装着部４２に装着された後の状態を示した部分断面図である
。
【００６８】
　上述したように、光学アダプタ２０を内視鏡４の挿入部１０の先端部１１に取り付けた
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後に、図４及び図６に示すように、補助具７が装置本体６の補助具装着部４２へと装着さ
れる。
【００６９】
　このとき、補助具７は、補助具先端部１５ａ側から、補助具装着部４２に差し込まれる
。そして、補助具７は、補助具装着部４２の突出面部４２ａに補助具先端部１５ａの平面
部１６が面接触する位置に中心軸Ｘ回りの方向が回転されて、補助具装着部４２の深部ま
で挿入される。
【００７０】
　この状態において、補助具７の補助具本体１５に形成された周溝１９に、プランジャ４
３のロックピン４３ａが係合される。即ち、プランジャ４３は、内部の弾性部材４３ｂが
伸張することにより、ロックピン４３ａを補助具７側に付勢しているためロックピン４３
ａが補助具本体１５の周溝１９に係合される。
【００７１】
　こうして、補助具７は、プランジャ４３のロックピン４３ａが補助具本体１５の周溝１
９に係合されることにより、補助具装着部４２から脱落することが防止されると共に、そ
の紛失も防止される。
【００７２】
　尚、プランジャ４３の弾性部材４３ｂによる付勢力が強すぎると、プランジャ４３のロ
ックピン４３ａが補助具７の補助具先端部１５ａ及び補助具本体１５の外表面と接触した
際に、これら外表面が摩耗する虞がある。そのため、弾性部材４３ｂによるロックピン４
３ａに与える付勢力は、補助具７が補助具装着部４２から脱落を防ぐことができる程度に
設定されている。
【００７３】
　また、補助具７は、補助具装着部４２への装着時に、補助具本体１５に設けられたＯリ
ング２２が補助具装着部４２の内周壁に密着する。そのため、補助具装着部４２は、補助
具７が補助具装着部４２に装着されると、水密が保持され、埃等の侵入が防止された状態
となる。
【００７４】
　尚、水密保持用のＯリング２２は、補助具７に設けられることに限定されることなく、
補助具装着部４２の内周壁に設けた構成としてもよい。
【００７５】
　さらに、補助具装着部４２は、補助具７が装着されていないときに、その開口部を封止
して内部を水密保持、または、埃等の侵入を防ぐための蓋体が設けられてもよい。
【００７６】
　このように、補助具７が補助具装着部４２に差し込まれて装着されると、補助具先端部
１５ａの補助具先端面１７に設けられた２つの補助具側電気接点１８と補助具装着部４２
の底面部に設けられた装着部側電気接点としての２つの本体側電気接点４１に接続される
。
【００７７】
　そして、補助具側電気接点１８と本体側電気接点４１とが電気的に接触することにより
、補助具７に内蔵された識別部２１の情報（抵抗）が電気配線４５ａ、４５ｂを介して、
装置本体６側へ送られ、内視鏡４の挿入部１０の先端部１１に装着された光学アダプタ２
０の種類が識別される。
【００７８】
　即ち、識別部２１に装置本体６の図示しない制御部から電気配線４５ａ、４５ｂを介し
て電流が流され、識別部２１の抵抗値が制御部に入力されることで、補助具装着部４２に
装着された補助具７で収容保持していた光学アダプタ２０の種類が識別される。
【００７９】
　つまり、補助具７は、収容保持していた光学アダプタ２０の種類別に識別部２１の抵抗
値が種々設定されている。
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【００８０】
　そして、装置本体６は、補助具装着部４２に装着された補助具７に設けられる識別部２
１が備えた種々の抵抗値の違いによって、その補助具７に収容保持されて、内視鏡４の挿
入部１０の先端部１１に装着された光学アダプタ２０の種類を識別する。　
　尚、装置本体６は、モニタ６ａに識別した光学アダプタ２０の種類を文字等で表示させ
る。また、補助具側電気接点１８は、補助具先端部１５ａであれば補助具先端面１７以外
にも例えば補助具先端部１５ａの外周面に設けてもよい。
【００８１】
　これにより、ユーザは、内視鏡４の挿入部１０の先端部１１に装着した光学アダプタ２
０の種類を装置本体６のモニタ６ａの画面上で再確認することができる。
【００８２】
　尚、補助具７を補助具装着部４２から取り外す際は、補助具７が補助具装着部４２から
引き抜かれる。このとき、補助具７の周溝１９にテーパ面１９ａが設けられている。これ
により、補助具７が引っ張られることで、プランジャ４３のロックピン４３ａは補助具先
端部１５ａ側のテーパ面１９ａに沿ってプランジャ４３内に押し込まれることで、周溝１
９との係合が解かれて、補助具装着部４２からの取り外しが可能となる。
【００８３】
　このように、周溝１９の特に補助具先端部１５ａ側のテーパ面１９ａが形成されている
ことで、プランジャ４３のロックピン４３ａの係合を解除し易くなり、補助具７を補助具
装着部４２から取り外し易いようになっている。
【００８４】
　尚、周溝１９に形成されたテーパ面１９ａは、先端側となる補助具先端部１５ａ側のテ
ーパ面１９ａを基端側となる補助具本体１５側のテーパ面１９ａよりも、傾斜角の付いて
いる鋭角としてもよいし、基端側のテーパ面１９ａを設けず、基端側が垂直な面としても
よい。
【００８５】
　以上に説明したように本実施の形態の内視鏡システム１は、補助具７によって光学アダ
プタ２０の紛失を防止することができると共に、ユーザが補助具７を装置本体６の補助具
装着部４２に装着することで、モニタ６ａの画面上にて内視鏡４の挿入部１０の先端部１
１に装着した光学アダプタ２０の種別を容易に判別できる構成となっている。また、補助
具７を補助具装着部４２に装着可能にすることで、補助具７の紛失を防止することができ
る。
【００８６】
　さらに、本実施の形態の内視鏡システム１は、従来のように、光学アダプタ２０及び内
視鏡４の挿入部１０の先端部１１に、光学アダプタ２０の種類を識別するための識別部、
電気接点などが設けられていないため、光学アダプタ２０及び先端部１１を小型化でき、
その結果、挿入部１０を細径化できる構成となっている。
【００８７】
　尚、この補助具７には、補助具本体１５内で収容保持する光学アダプタ２０の種類をユ
ーザが目視により見分け易くするために色分け等の指標部を設けてもよい。この指標部は
、色分けするために補助具７の補助具先端部１５ａ又は、補助具本体１５の外表面に塗装
をしてもよいし、塗装工程を省き、塗装剥がれの防止をするために、補助具７の全体を光
学アダプタ２０の種類に応じて色分けしたり、を色が異なる樹脂等によって２色成型した
りしてもよい。
【００８８】
　例えば、光学アダプタ２０に設けた指標部について、広角を青色、拡大（望遠）を黄色
、側視用を朱色としたり、２色成型とした場合には、広角で側視用の光学アダプタ２０で
あれば、朱色と青色とする等としたりすることができる。
【００８９】
　さらに、絶縁部材２６を色分けして、補助具本体１５内で収容保持する光学アダプタ２
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０の種類を判別できるようにしてもよい。
【００９０】
　（第２の実施の形態）
　次に、本発明の第２の実施の形態について図７から図９を用いて説明する。　
　図７は、内視鏡用光学アダプタ着脱補助具の構成を示す斜視図、図８は内視鏡用光学ア
ダプタ着脱補助具の構成を示す断面図、図９は内視鏡用光学アダプタ着脱補助具を補助具
装着部に取り付けた状態を示す部分断面図である。
【００９１】
　尚、本実施の形態は、第１の実施の形態に記載の補助具７の補助具先端部１５ａに設け
られる補助具側電気接点１８及び装置本体６の補助具装着部４２に設けられた本体側電気
接点４１の変形例である。
【００９２】
　そのため、以下の説明において、上述した第１の実施の形状の内視鏡システム１の各種
構成要素については、同一の符号を用いて、それら構成要素の詳細な説明を省略する。
【００９３】
　本実施の形態では、第１の実施の形態の構成に対して、図７から図９に示すように、補
助具７の補助具先端部１５ａに設けられる補助具側電気接点１８ａ、１８ｂ、及び絶縁部
材２６、装置本体６の補助具装着部４２に設けられた本体側電気接点４１ａ、４１ｂの配
置、形状等を変更した構成となっている。
【００９４】
　具体的には、補助具７は、補助具先端部１５ａに２つ設けられている補助具側電気接点
１８ａ、１８ｂの一方を、補助具先端面１７の中心に設け、この中心に設けられた補助具
側電気接点１８ａに対して、同心円状に、他方の補助具側電気接点１８ｂを設けた構成と
なっている。
　即ち、補助具７は、一方の補助具側電気接点１８ａが円盤形状をしており、それを中心
おとして、他方の補助具側電気接点１８ｂを輪状に設けた構成となっている。
【００９５】
　また、これら２つの補助具側電気接点１８ａ、１８ｂは、それらの周囲が、第１の実施
の形態と同様に絶縁部材２６で覆われている。
【００９６】
　尚、２つの本体側電気接点４１ａ、４１ｂは、図９に示すように、一方の本体側電気接
点４１ａが補助具側電気接点１８ａと接触するように補助具装着部４２の底面部の中心に
設けられ、他方の本体側電気接点４１ｂが補助具側電気接点１８ｂと接触する位置に設け
られている。
【００９７】
　即ち、補助具装着部４２の底面部の中心に設けられる一方の本体側電気接点４１ａに対
して他方の本体側電気接点４１ｂの離間距離が補助具先端部１５ａの補助具先端面１７の
中心部に設けた一方の補助具側電気接点１８ａに対する同心円状に設けた他方の補助具側
電気接点１８ｂの離間距離と等しくなる位置に２つの本体側電気接点４１ａ、４１ｂが設
けられている。
【００９８】
　尚、補助具７は、補助具先端部１５ａに第１の実施の形態に記載の平面部１６が設けら
れていない構成となっている。そして、補助具装着部４２は、第１の実施の形態に記載の
突出面部４２ａが設けられていない構成となっている。
【００９９】
　以上のように構成された補助具７は、補助具装着部４２へ装着するときに、その中心軸
Ｘ回りの方向が問われることなく、補助具装着部４２の深部へ差し込むだけで、補助具側
電気接点１８ａ、１８ｂと本体側電気接点４１ａ、４１ｂとが接触して電気的に接続され
る。
【０１００】
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　尚、本実施の形態の内視鏡システム１のその他の作用は、上述の第１の実施の形態と同
様であるため説明を省略する。
【０１０１】
　本実施の形態の内視鏡システム１は、上述の第１の実施の形態の効果を有すると共に、
補助具７を補助具装着部４２へ装着する際に、補助具７の中心軸Ｘ回りの位置が問われる
ことなく、如何なる中心軸Ｘ回りの回転位置で補助具７を補助具装着部４２に取り付けた
場合においても、補助具側電気接点１８ａ、１８ｂと本体側電気接点４１ａ、４１ｂと、
を電気的に接続できる構成とすることができる。
【０１０２】
　（第３の実施の形態）
　次に、第３の実施の形態について図１０を用いて説明する。　
　図１０は、内視鏡用光学アダプタ着脱補助具の構成を示す断面図である。
【０１０３】
　第１の実施の形態及び第２の実施の形態では、補助具７に補助具側電気接点１８、１８
ａ、１８ｂ、及び補助具装着部４２に本体側電気接点４１、４１ａ、４１ｂを設けた構成
を説明したが、本実施の形態においては、非接点方式（無線）の構成について説明する。
【０１０４】
　そのため、ここでも以下の説明において、上述した第１の実施の形態及び第２の実施の
形態の内視鏡システム１の各種構成要素については、同一の符号を用いて、それら構成要
素の詳細な説明を省略する。
【０１０５】
　具体的には、補助具７の補助具先端部１５ａ内に、送信コイル等の無線通信用の送信部
４６と、光学アダプタ２０の種類別コードが格納された電子チップ４７と、が設けられて
いる。この送信部４６は、識別基板２４と電気的に接続されている。また、補助具装着部
４２には、その底部に埋め込まれるように、受信コイル等の無線通信用の受信部４８が設
けられている。
【０１０６】
　このように、本実施の形態では、送信部４６が、ここでの識別部としての電子チップ４
７に格納された種類別コードを受信部４８に無線通信によって送信する構成となっている
。
【０１０７】
　次に、第３の実施の形態についての作用を説明する。　
　補助具７が補助具装着部４２に差し込まれて装着されると、補助具７に内蔵された送信
部４６から光学アダプタ２０の種類別コードが補助具装着部４２に設けられた受信部４８
によって受信される。
【０１０８】
　受信部４８で受信された光学アダプタ２０の種類別コードは、電気配線４５ａ、４５ｂ
を介して、装置本体６の図示しない制御部へ送られ、内視鏡４の挿入部１０の先端部１１
に装着された光学アダプタ２０の種類が識別される。
【０１０９】
　こうして、補助具７に収容保持していた光学アダプタ２０の種類別コードが埋め込まれ
た電子チップ４７が制御部に入力されることで、補助具装着部４２に装着された補助具７
で収容保持していた光学アダプタ２０の種類が識別される。
【０１１０】
　尚、補助具先端部１５ａに内蔵される送信部４６は、送信コイルに限定されることなく
、光学アダプタ２０の種類別コードが格納されたＲＦＩＤ（ＩＣタグ）等を使用してもよ
く、
これに対応して受信部４８も、送信部から送信された情報を受信するためのＲＦＩＤ（Ｉ
Ｃタグ）読取り装置を使用してもよい。
【０１１１】
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　本実施の形態の内視鏡システム１は、上述の第１の実施の形態の効果を有すると共に、
第１の実施の形態及び第２の実施の形態に用いられている補助具７及び装置本体６の補助
具装着部４２に設けられる各接点１８，１８ａ、１８ｂ、４１，４１ａ、４１ｂの錆、摩
耗、劣化等が生じることがなく、補助具装着部４２内に水が侵入しても確実に補助具７か
ら光学アダプタ２０の種類別コードを受信して補助具７で収容保持していた光学アダプタ
２０の種類を識別することができる。
【０１１２】
　以上から上述の各実施の形態に記載したように、内視鏡システム１は、光学アダプタ２
０の種類を識別するための構成を光学アダプタ以外の箇所に設けることで、光学アダプタ
２０及び挿入部１０の先端部１１を小型化することができる。その結果として、内視鏡シ
ステム１は、内視鏡４の挿入部１０をより細径化することができる構成となっている。
【０１１３】
　尚、以上に記載した各実施の形態は、それぞれの構成を組み合わせてもよく、その実施
の形態に限ることなく、実施段階ではその用紙を逸脱しない範囲で種々の変形を実施する
ことが可能である。
【符号の説明】
【０１１４】
１…内視鏡システム
２…内視鏡装置
４…内視鏡
４ａ…電気配線
５…ユニバーサルコード
５ａ…コネクタ
６…装置本体
６ａ…モニタ
７…補助具
８…操作部
８ａ…湾曲操作レバー
８ｂ…スイッチ類
１０…挿入部
１１…先端部
１２…湾曲部
１３…可撓部
１５…補助具本体
１５ａ…補助具
１５ａ…補助具先端部
１６…平面部
１７…補助具先端面
１８,１８ａ,１８ｂ…補助具側電気接点
１９…周溝
１９ａ…テーパ面
２０…光学アダプタ
２１…識別部
２２…リング
２２ａ…凹部
２３…スリット
２４…識別基板
２６…絶縁部材
２７…軸方向位置規制部材
２８…対物レンズ
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２９…レンズ保持枠
３０…留輪
３１…凸部
３２…突出部
４１,４１ａ,４１ｂ…本体側電気接点
４２…補助具装着部
４２ａ…突出面部
４３…プランジャ
４３ａ…ロックピン
４３ｂ…弾性部材
４５ａ…電気配線
４６…送信部
４７…電子チップ
４８…受信部

【図１】 【図２】

【図３】
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